
資料４ 

 

第６次いるま男女共同参画プランの草案部会の設置について（案） 

 

１ 草案部会の設置目的について 

   男女共同参画審議会委員の意見を踏まえて、第６次いるま男女共同参画プラン（以下、 

「次期プラン」という。）の草案を作成することとします。 

 

２ 草案部会の検討内容について 

   次期プランの「基本的な考え方」及び「次期プランの体系」の草案検討を行うものと 

します。 

 

３ 草案部会の委員について 

   草案部会の委員は男女共同参画審議会委員から選出し５名以内とします。 

 

４ その他 

   草案部会の作成した次期プランの「基本的な考え方」及び「次期プランの体系」の草 

案は、男女共同参画審議会でその内容について協議を経て決定する。 


